
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 東川雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管路施設修繕工    １式 

 ・付帯工        １式 

 ・仮設工        １式 

 

契約変更の理由 

 

①管路施設修繕工の下記の工種において数量が増となる。 

・劣化部除去の結果、劣化範囲が想定以上に深く、また鉄筋被りが想定以上に浅い箇

所が複数存在したことから施工厚が大きくなり、劣化部除去工および断面修復工が

増工となる。 

・劣化部除去の結果、鉄筋が想定以上に欠損していたため、添え筋を要する箇所が増

となり、鉄筋処理工が増工となる。 

 

②仮設工の下記の工種において数量が増減となる。 

・想定より雨天が少なく、比較的潮位の低い期間に作業を行うことが出来たため、日々

の水替えに要する時間が短くなり、作業可能時間が長くなった。その結果、水替え

を要する作業について早期に完了させることができたため、締切排水工および交通

管理工が減工となる。 

・上流からの常時浸入水への対処として日々作業後に締切ゲートを開放する必要が生

じたが、これにより作業後に管内水位が上昇することとなり、足場材が流されないよ

う日々設置・撤去を行う必要が生じたため、足場支保工が増工となる。 

 

③その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

 


